
加西市シニアクラブ連合会表彰・感謝規程 

（目 的） 

第 1条 加西市シニアクラブ連合会（以下「市シニア連」という。）又は、単位シニアクラブ（以

下「単シニア」という。）の発展に貢献し、その功績が顕著な者又は団体に対し、その功績をた

たえ感謝の意を表することを目的とする。 

 

 （表彰・感謝の基準） 

第 2条 この表彰・感謝は、次の各号に該当する者又は団体（以下「被表彰者」という。）に行

う。 

 （1）市シニア連の本部役員又は、市シニア連理事等の職にあった者 

 （2）市シニア連並びに単シニアの発展に顕著な功績があった者又は、団体 

2 表彰・感謝の区分等については、「市シニア連表彰・感謝取扱基準」（別表）（以下「取扱基

準」という。）に基づき行う。 

 

 （表彰・感謝の方法） 

第 3条 被表彰者に対し、表彰状・感謝状を贈呈する。なお、退任者には記念品を添える。 

 

 （被表彰者の決定） 

第 4条 市シニア連理事及び単シニア会長は、第 2条に規定する該当者があるとき「市シニア

連表彰・感謝該当者報告書」（様式⑥）を市シニア連会長に提出すること。 

2 市シニア連会長は、取扱基準に基づき区分後、理事会に諮り被表彰者を決定する。 

 

 （表彰状・感謝状贈呈） 

第 5条 表彰状・感謝状贈呈は、市シニア連総会等において行う。 

2 被表彰者が贈呈前に死亡したときは、その遺族等に贈る。 

 

 （被表彰者の除外規定） 

第 6 条 次の各号に該当するときは、第 2 条及び第 4 条の規定に関わらず該当者から除外す

る。 

 （1）当該年度において、他団体及び法人等から既に表彰状・感謝状を授与した場合 

 （2）2年連続の推せん 

 

 （雑 則） 

第 7条 その他、必要な事項は別に定める。 

 

 （附 則） 

 この規程は、平成元年 11月 1日より施行する。 

 この規程は、平成 28年 4月 1日より施行する。 



 


